
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 78 号 令和４年５月 16 日 

編集発行 山北町教育委員会こども教育課 

〒258-0195 山北町山北 1301－4 

ＴＥＬ 0465-75-3648 

山北町の子ども読書推進の取組み 

令和３年３月に改定した第二次山北町子ども読書活動推進計画に基づき、令和

４年度から新規事業として「ブックスタート関連事業」及び「山北町ファミリー

読書週間」の取組みが始まりました。その一端をご紹介します。 

ブックスタート関連事業 ～ブックスタート・セカンドブック・サードブック～ 

子どもの読書の習慣は日常生活をとおして形成されるものであり、家庭･地域･

学校などにおいて､子どもの読書活動の機会を充実させる必要があります。 

そこで、山北町では子どもの読書離れ 

を防ぎ、子どもの読書への興味・関心 

を向上させ、読書を習慣化する取組み 

の一環として、子どもの成長段階に 

合わせた読書推進活動「ブックスタート」に継ぐ、｢セカンド 

ブック｣｢サードブック｣事業を実施しています。 

この｢ブックスタート｣｢セカンドブック｣｢サードブック｣事業 

とは、子どもと一緒に楽しむ｢絵本｣と、その｢体験｣をセットで 

プレゼントする活動です。山北町では、６～７か月の乳児、 

３歳児及び小学校１年生の児童を対象に｢絵本｣｢年齢に合わせ 

たおすすめ本リスト」｢バッグ｣などをお渡しします。 

園・学校の取組み 

園では、子どもたちに人気がある本や先生たちか

らのおすすめの本を各園で紹介しています。 

小・中学校では、年 

間を通して朝読書や図 

書委員のおすすめ本の 

紹介、各教室へ図書コ 

ーナーを設置するなど 

の取組みをしています。 
 

園・学校からのおすすめ本紹介 

「ミッケ！」や「ウォーリーを探せ」など、親子

で楽しめる絵本や電子図書館の動く絵本は、ご家庭

での読書におすすめです。 

また、料理や工作などの本を読んで家族でつくっ

てみることもおすすめです。 

生涯学習センターの取組み 

生涯学習センターでは、ブックスタート関連事業

の実施に伴い､｢子どもに読んでほしいおすすめ本 

ブックスタート･セカンドブック･サードブック展」

や、手作りの可愛らしい 

「布絵本」の展示､本をた 

くさん読みたくなる「子 

どもどくしょスタンプ」、 

「どう伝える？戦争と平 

和」をテーマにしたコー 

ナーを設けるなど、時代 

に沿ったテーマや幅広い 

世代へアプローチを行い、 

読書活動の推進に取組み 

ました。 

教育委員会だより 

 

毎年、４月 23 日から５月 12 日まで「山北町ファミリー読書週間」  

山北町では、町民全体の読書活動への関心と理解を深めるとともに、家庭などにおいて子どもたちが積極

的に読書活動を行う意欲を高めることを目的に、４月 23日から５月 12日までの約３週間を「山北町ファミ

リー読書週間」と定め、山北町立幼稚園・保育園・こども園・小学校・中学校及び生涯学習センター図書室

等と連携し、さまざまな取組みを行いました。 

【セカンドブック（３歳児におすすめ）絵本リスト】 
① おおきくなるっていうことは 

中川ひろたか/文 村上康成/絵 童心社/刊 

② くれよんのはなし 
フリーマン/作 さいおんじさちこ/訳 ほるぷ出版/刊  

③ サンドイッチ サンドイッチ 
小西英子/作 福音館書店/刊 

④ 三びきのやぎのがらがらどん 
ブラウン/絵 瀬田貞二/訳 福音館書店/刊 

⑤ どうぞのいす 
香山美子 /作  柿本幸造 /絵  ひさかたチャイルド /刊 

               ３月末をもって三保幼稚園が閉園しました。それに伴い、三保地区⇔岸幼稚園 

の送迎に、タクシーやスクールバスなどを活用しています。 

の通園で 

 通園は先生と、降園は

先生・小学生と一緒です 

校長先生をとおして町か
ら「サードブック」をプ
レゼントされた１年生 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貫穿舎支校 
皆瀬川学校 

（一の地蔵
堂） 

尋常皆瀬川小学校 

尋常共和小学校 

尋常高等共和小学校 

共和尋常小学校 

共和村国民学校 

共和村立共和小学校 

貫穿舎支校 
中川学校 
（玄倉寺） 

 

貫穿舎支校 
神縄学校 

神縄学校 
（清龍寺） 

中川学校 

 

化源館支校 

（谷ケ円通寺） 

谷ケ学校 

公立神縄学校 

尋常中川小学校 

 尋常神縄小学校 

貫穿舎支校 

湯触学校 
(大蔵山長光院） 

貫穿舎支校 
(岸般若院） 

川西学校 

向原学校 

公立川西学校 

尋常谷ケ小学校 尋常川西小学校 尋常川村小学校 

尋常高等川村小学校 

尋常高等神縄小学校 尋常高等谷ケ小学校 

尋常三保小学校 

 尋常神縄小学校 尋常谷ケ小学校 尋常高等川西小学校 

尋常高等三保小学校 

 

三保尋常高等小学校 

 

神縄尋常小学校 清水尋常高等小学校 

川村尋常高等小学校 

三保国民学校 
 

清水村国民学校 山北町川村国民学校 

三保村立三保小学校 
 

清水村立清水小学校 山北町立川村小学校 

山北町立共和小学校 山北町立三保小学校 
 

山北町立清水小学校 

高松分校 

川村小学校 

1873 年 
（明治 6） 

閉 校 閉 校 

(新生)山北町立川村小学校 

閉 校 

●三保小学校大又分教場 1915（大正 7）年１月～1960（昭和 35）年３月末        （山北町史・各小学校沿革誌調べ） 

○第３回（3 月 28 日）  
・教育長報告 
・令和４年度山北町の教育基本方針の策定について 
・山北町スポーツ推進委員･山北町青少年指導員の委嘱について 
・山北町教育委員会委員の選任について 
・山北町学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定について 
・山北町英語検定料補助金交付要綱の制定について 
・山北高等学校地域協働学習推進事業助成金交付要綱の制定につい
て 

・山北町立学校職員のハラスメント防止等に関する要綱の制定につ
いて 

・山北町立小・中学校スクールバス利用に関する要綱の一部を改正
する要綱の制定について 

・山北町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費認定要綱の一部を
改正する要綱の制定について 

・山北町特別支援教育就学奨励費交付要綱の一部を改正する要綱の
制定について 

・山北町立小中学校学校事務共同実施推進協議会設置要綱の一部を
改正する要綱の制定について 

・山北町立学校教職員安全衛生管理要綱の一部を改正する要綱の制
定について 

・山北町適応指導教室設置運営要綱の一部を改正する要綱の制定につ
いて 

・人事評価に関する苦情の取扱いに関する要綱の一部を改正する要綱
の制定について 

・人事評価に関する苦情対応要領の一部を改正する要領の制定につい
て 

・令和４年度（令和３年度末）県費負担教職員・山北町教育委員会人
事異動について 

○協議会 
・令和３年度山北町教育委員会点検・評価報告書（素案）について 
・令和４年度入園式・入学式について 
・町指定天然記念物「頼朝さくら」の現状変更等について 

 
○第４回（4 月 22 日） 
・教育長報告 
・山北町学校運営協議会委員の任命について 
・山北町社会教育委員の委嘱について 
・山北町学生等応援給付金事業実施要綱の制定について 
〇協議会 
・令和３年度山北町教育委員会点検・評価報告書（素案）について 
・令和４年度山北町の教育基本方針重点施策について 
・子ども読書活動の推進について 

令和４年（第３回～第４回・協議会） 教育委員会の審議事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校３･４年生は、主な学習対象

を身近な地域に求め､地域にみられる

社会的事象を具体的に学習していき

ます。そこで大活躍するのが社会科

副読本｢わたしたちの山北｣。令和４

年度からは新版を使っていきます。 

今年４月からスタートした山北町

｢０歳から 15歳までの一貫教育・保

育｣基本方針での取組みの柱となっ

ている｢郷土愛の育成」にも資する

よう、今回の改訂では､写真資料や

統計資料､読み物資料等の充実をよ

り一層図りました。さまざまな場面

で｢わたしたちの山北｣を効果的に活

用し、子どもたちも指導者もともに

山北町の新たな発見を楽しみ、学び

を深めてくれることを期待していま

す。 

学びと育ちの窓 NO,1 

新しくなった社会科副読本 

｢わたしたちの山北(3･4 年生用）) 

右
の
「
学
校
の
う
つ
り
か
わ
り
」
の
表

は
、
今
回
の
改
訂
で
新
た
に
加
え
た
資
料

で
す
。
「
山
北
町
立
」
に
な
っ
た
戦
後
す

ぐ
の
児
童
数
と
、
現
在
の
児
童
数
も
示
し

て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
、
小
学
生
が
２
千

２
百
人
以
上
い
た
の
で
す
ね
。
す
ご
い
!! 

 

1874 年 
（明治 7） 

1875 年 
（明治 8） 

1877 年 
（明治 10） 

1878 年 
（明治 11） 

1880 年 
（明治 13） 

1881 年 
（明治 14） 

1882 年 
（明治 15） 

1887 年 
（明治 20） 

1888 年 
（明治 21） 

1889 年 
（明治 22） 

1890 年 
（明治 23） 

1892 年 
（明治 25） 

1894 年 
（明治 27） 

1901 年 
（明治 34） 

1907 年 
（明治 40） 

1909 年 
（明治 42） 

1913 年 
（大正 2） 

1917 年 
（大正 6） 

1919 年 
（大正 8） 

1923 年 
（大正 12） 

1924 年 
（大正 13） 

1925 年 
（大正 14） 

1941 年 
（昭和 16） 

1947 年 
（昭和 22） 

1955 年 
（昭和 30） 

1956 年 
（昭和 31） 

2010 年 
（平成 22） 

2015 年 
（平成 27） 

2021 年 
（令和 3） 

現在 


